
霜
野
壽
亮
教
授
略
歴

一
九
六
七
年

三
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

一
九
六
九
年

三
月

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
二
年

三
月

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

一
九
八
八
年

二
月

法
学
博
士
（
慶
應
義
塾
大
学
）

一
九
六
九
年

四
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

一
九
七
二
年

四
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
七
八
年

四
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
八
八
年

四
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

一
九
八
九
年

四
月

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員

一
九
八
九
年

四
月

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
委
員

二
〇
〇
〇
年

九
月
│
二
〇
〇
一
年

一
月

慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
副
部
長

二
〇
〇
一
年

一
月
│
二
〇
〇
一
年

九
月

慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
長
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霜
野
壽
亮
教
授
主
要
業
績

【
単

著
】

政
治
権
力
研
究
の
理
論
的
課
題

（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
）

慶
應
通
信

一
九
九
一
年

【
共

著
】

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
の
理
論
│
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ

慶
應
通
信

一
九
七
二
年

社
会
学
的
機
能
主
義
再
考
│
文
化
と
価
値
の
理
論
を
め
ざ
し
て

啓
文
社

一
九
八
〇
年

社
会
学
│
現
代
社
会
学
の
課
題

勁
草
書
房

一
九
八
四
年

現
代
の
社
会
変
動
│
世
界
の
な
か
の
日
本
社
会

慶
應
通
信

一
九
九
二
年

社
会
学
入
門

弘
文
堂

一
九
九
六
年

【
共

訳
】

学
際
研
究
│
社
会
科
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

（

M・
シ
ェ
リ
フ
、

C・

W・
シ
ェ
リ
フ
編
、
南
博
監
訳
）

鹿
島
研
究
所
出
版
会

一
九
七
一
年
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社
会
調
査
方
法
史

（

G・
イ
ー
ス
ト
ホ
ー
プ
著
、
川
合
隆
男
ほ
か
監
訳
）

慶
應
通
信

一
九
八
二
年

【
論

文
】

権
力
概
念
の
検
討

法
学
研
究

第
四
三
巻
第
六
号

一
九
七
〇
年

勢
力
測
定
の
諸
方
法

法
学
研
究

第
四
七
巻
第
四
号
、
第
四
七
巻
第
五
号

一
九
七
四
年

政
治
権
力
の
測
定
に
つ
い
て

法
学
研
究

第
四
七
巻
第
九
号

一
九
七
四
年

政
治
学
の
社
会
的
有
意
性
に
関
す
る
一
覚
え
書
き

新
聞
研
究
所
年
報

（
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
）、
第
四
号

一
九
七
五
年

高
田
保
馬
の
勢
力
理
論

法
学
研
究

第
五
一
巻
第
三
号

一
九
七
八
年

正
統
性
概
念
に
関
す
る
一
考
察

法
学
研
究

第
五
三
巻
第
九
号

一
九
八
〇
年

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
権
力
概
念
に
つ
い
て

慶
應
義
塾
創
立
1
2
5
年
記
念
論
文
集
法
学
部
政
治
学
関
係

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部

一
九
八
三
年

社
会
学
に
お
け
る
秩
序
と
権
力
の
問
題

法
学
研
究

第
五
九
巻
第
四
号

一
九
八
六
年

政
治
学
に
お
け
る
秩
序
と
権
力
の
問
題

法
学
研
究

第
五
九
巻
第
一
一
号

一
九
八
六
年

権
力
概
念
の
理
論
的
規
定
を
め
ざ
し
て

法
学
研
究

第
六
一
巻
第
一
号

一
九
八
八
年

権
力
の
因
果
性
に
関
す
る
一
考
察

法
学
研
究

第
六
四
巻
第
五
号

一
九
九
一
年

権
力
と
強
制
力

法
学
研
究

第
六
五
巻
第
一
号

一
九
九
二
年

間
主
観
性
に
つ
い
て
の
一
考
察

法
学
研
究

第
六
八
巻
第
九
号

一
九
九
五
年

権
力
概
念
と
間
主
観
性
概
念
と
の
接
合
を
求
め
て

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集

政
治

・
社
会
理
論
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

一
九
九
八
年

相
互
理
解
に
つ
い
て
の
一
考
察

法
学
研
究

第
七
七
巻
第
一
号

二
〇
〇
四
年
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【
書

評
】

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
政
治
権
力

（
ウ
イ
ン
ド
ル
シ
ャ
ム

）

法
学
研
究

第
四
三
巻
第
一
二
号

一
九
七
〇
年

権
力
と
不
満

（

W・
ガ
ム
ソ
ン
）

法
学
研
究

第
四
四
巻
第
一
一
号

一
九
七
一
年

政
治
体
系
の
諸
モ
デ
ル

（

M・

R・
デ
ー
ビ
ス
、

V・

A・
ル
イ
ス
）

法
学
研
究

第
四
五
巻
第
八
号

一
九
七
二
年

暴
力
に
つ
い
て

（

H・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
高
野
フ
ミ
訳
）

新
聞
研
究
所
年
報

第
一
号

慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所

一
九
七
三
年

多
元
主
義
的
体
系
に
お
け
る
権
力
と
指
導
性

（

A・

S・
マ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
ド
）

法
学
研
究

第
四
六
巻
第
一
二
号

一
九
七
三
年

交
換
と
権
力

（

P・

M・
ブ
ラ
ウ
著
、
間
場
寿
一
ほ
か
訳
）

法
学
研
究

第
四
七
巻
第
六
号

一
九
七
四
年

行
動
論
的
価
値
論
の
研
究

（
瀬
在
良
男
）

法
学
研
究

第
四
九
巻
第
四
号

一
九
七
六
年

権
威
の
類
型

（

H・
エ
ク
シ
ュ
タ
イ
ン
、

T・

R・
ガ
ー
）

法
学
研
究

第
五
二
巻
第
六
号

一
九
七
九
年

社
会
的
交
換
理
論

（

P・
エ
ケ
著
、
小
川
浩
一
訳
）

法
学
研
究

第
五
三
巻
第
八
号

一
九
八
〇
年

何
の
た
め
の
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か

（

J・

C・
コ
ン
ド
ン
、
斎
藤
美
津
子
編
）

法
学
研
究

第
五
四
巻
第
九
号

一
九
八
一
年

国
際
摩
擦
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
│
異
文
化
屈
折
理
論
を
め
ぐ
っ
て

（
宇
野
善
康
ほ
か
）

法
学
研
究

第
五
六
巻
第
九
号

一
九
八
三
年

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
と
は
何
か

（

K・
ラ
イ
タ
ー
著
、
高
山
眞
知
子
訳
）

法
学
研
究

第
六
一
巻
第
一
一
号

一
九
八
八
年

都
市
と
権
力

（
藤
田
弘
夫
）

法
学
研
究

第
六
五
巻
第
六
号

一
九
九
二
年
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